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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザが共同利用し、従量制の料金を採用するサービスにおいて、各ユーザの利
用料金を事前に算出する共同利用料金算出システムであって、
　前記サービスに対するユーザの利用要求を受け付ける要求受付部と、
　前記利用要求に応じて、前記従量制に基づいた前記ユーザの利用料金を、前記共同利用
の可能性を踏まえて、該ユーザによる利用の開始前に算出する事前料金算出部とを備え、
　前記事前料金算出部は、前記サービスの利用実績に対して各人が支払うべき料金を事後
的に算出した教師データを利用した機械学習回帰により前記算出を行う際に、
　予め用意されたユーザの利用中に他のユーザとの共同利用が生じ得る発生確率を記録し
た確率データに基づいて、前記利用要求に応じた発生確率を求め、該発生確率を反映させ
て前記料金の算出を行う共同利用料金算出システム。
【請求項２】
　請求項1記載の共同利用料金算出システムであって、
　前記料金は、所定のパラメータに従った従量制の料金となっており、
　前記事前料金算出部は、前記パラメータを用いた算出式によって前記料金を算出するよ
う構成され、該算出式に用いられる係数を前記機械学習によって求める共同利用料金算出
システム。
【請求項３】
　請求項１または２記載の共同利用料金算出システムであって、さらに、
　前記利用要求に応じて利用されたサービスの実績を記録するとともに、前記事前料金算
出部によって得られた料金に関わらず、該実績に基づいて該サービスを利用した各人が支
払うべき料金を算出する事後料金算出部と、
　前記事後料金算出部による結果を前記教師データに追加して、前記機械学習回帰の訓練
を行う機械学習部とを備える共同利用料金算出システム。
【請求項４】
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　請求項１～３いずれか記載の共同利用料金算出システムであって、
　前記利用要求は、前記サービスの利用時期を含む属性を表す属性データを含んでおり、
　前記事前料金算出部は、前記属性データに対応した教師データを用いた機械学習回帰に
より料金の算出を行う共同利用料金算出システム。
【請求項５】
　複数のユーザが共同利用し、従量制の料金を採用するサービスにおいて、各ユーザの利
用料金をコンピュータにより算出する共同利用料金算出方法であって、
　前記コンピュータが実行するステップとして、
　前記サービスに対するユーザの利用要求を受け付ける要求受付ステップと、
　前記利用要求に応じて、前記従量制に基づいた前記ユーザの利用料金を、前記共同利用
の可能性を踏まえて、該ユーザによる利用の開始前に算出する事前料金算出ステップとを
備え、
　前記事前料金算出ステップは、前記サービスの利用実績に対して各人が支払うべき料金
を事後的に算出した教師データを利用した機械学習回帰により前記算出を行う際に、予め
用意されたユーザの利用中に他のユーザとの共同利用が生じ得る発生確率を記録した確率
データに基づいて、前記利用要求に応じた発生確率を求め、該発生確率を反映させて前記
料金の算出を行う共同利用料金算出方法。
【請求項６】
　複数のユーザが共同利用し、従量制の料金を採用するサービスにおいて、各ユーザの利
用料金をコンピュータにより算出するためのコンピュータプログラムであって、
　前記サービスに対するユーザの利用要求を受け付ける要求受付機能と、
　前記利用要求に応じて、前記従量制に基づいた前記ユーザの利用料金を、前記共同利用
の可能性を踏まえて、該ユーザによる利用の開始前に算出する事前料金算出機能とをコン
ピュータに実現させ、
　前記事前料金算出機能は、前記サービスの利用実績に対して各人が支払うべき料金を事
後的に算出した教師データを利用した機械学習回帰により前記算出を行う際に、予め用意
されたユーザの利用中に他のユーザとの共同利用が生じ得る発生確率を記録した確率デー
タに基づいて、前記利用要求に応じた発生確率を求め、該発生確率を反映させて前記料金
の算出を行う機能であるコンピュータプログラム。


	header
	written-amendment

